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                            離婚に関するお悩みは
弁護士法人みずきにお任せください。
                        

                        
                            当事務所では、離婚の方法や慰謝料、親権、養育費など、皆様おひとりおひとりのお悩みを丁寧にお伺いし、状況を把握し、メリット・デメリットを正確に見極め、最善の解決策を提案させていただいております。
                            当事務所の弁護士が皆様の人生の再スタートをお手伝いいたします。
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                        離婚問題に関して、
以下のようなお悩みを抱えていませんか？

                    
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                    
                                    	離婚するかどうか悩んでいる


                                

                            

                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                    
                                    	離婚したいが相手が応じてくれない


                                

                            

                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                    
                                    	離婚後の生活が不安


                                

                            

                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                    
                                    	相手の浮気について悩んでいる


                                

                            

                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                    
                                    	相手から調停や裁判を申し立てられた


                                

                            

                        

                    

                

            

        

        
            
                離婚問題に精通した
弁護士にご相談ください。

            
                当事務所は、これまでたくさんの離婚に関するご相談、ご依頼をいただいてまいりました。
その豊富な経験と実績を生かし、皆様の離婚問題を一緒に解決いたします。

                離婚手続のこと、お子様のこと、手続中の生活費のこと、離婚後の将来のこと、未知の生活に不安を抱えている方、
話すだけでも楽になることがあります。
財産分与のことなど法的に認められる権利が分からずに、大きな不利益を受けてしまうこともあります。安心してご相談ください。
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                            分かり易く
                                    
丁寧な説明
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                            平日夜間、
土日の
ご相談に対応
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                            オンライン
相談も
実施中

                        

                    

                

            

            
                
                    
                    
                
                
                    
                        
                    
                
            
        

        
            
                
                    
                        
                            
                            
                        
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                    
                        
                            
                            
                        
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                    
                        離婚問題に精通した
弁護士にご相談ください。
                    

                    
                        ご相談予約はこちら
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                                03-6777-0260

                            
                            
                                平日9:30～21:00/土曜9:30～18:00
                            

                        
                        
                            
                                お問い合わせ

                            
                        

                    

                

            

        

        
            
                
                    
                        
                            
                                
                                
                                    女性のための
離婚相談

                                For woman

                                

                            

                        

                        
                            
                                
                                
                                    
                                        男性のための
離婚相談

                                    For man

                                

                                

                            

                        

                    

                    
                        
                            
                                
                                離婚について

                                
                                    離婚原因

                                    協議・調停

                                    裁判離婚

                                

                                

                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                
                            

                        

                        
                            
                                
                                子供について

                                
                                    親権

                                    養育費

                                    面談交渉など

                                

                                

                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    
                                    
                                        
                                            
                                        
                                    
                                
                            

                        

                        
                            
                                
                                お金について

                                
                                    慰謝料

                                    財産分与

                                    年金分割等について

                                

                                

                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                    
                                    
                                        
                                            
                                        
                                    
                                
                            

                        

                        
                            
                                
                                不倫について

                                
                                    慰謝料請求

                                    相手からの請求

                                    有責配偶者

                                

                                

                                
                                    
                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    
                                
                            

                        

                    

                

            

        

        
            
                
                    SERVICE

                    -サービス詳細-

                

                
                    	協議離婚

|
                        	調停離婚

|
                        	裁判離婚
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                                        協議離婚

                                        
                                            Discussion

                                        
                                            弁護士が代理人として間に入り、協議での離婚の交渉をします。離婚条件等について、それぞれの事情に応じて、法律に従った内容
                                            での取り決めが期待できます。協議により決まった離婚条件については、公正証書を作成し、内容が適切に守られるように、また破られた場合にも対応ができるようにすることができます。                                       
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                                        調停離婚

                                        
                                            Mediation

                                        
                                            協議での離婚が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停では離婚の他に、慰謝料、財産分与、親権、養育費、婚姻費用等について話し合いを行うことができます。
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                                        裁判離婚

                                        
                                            Trial

                                        
                                        離婚の場合には、裁判の前に調停を申し立てる必要があります。調停で離婚が整わない場合には、裁判手続で離婚をすすめる事ができます。
                                        

                                    

                                

                            

                        

                    

                

            

        

        
            
                
                    MERIT

                    -当事務所が選ばれる理由-

                

                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        01
                                        

                                        
                                            豊富な実績

                                    

                                    
                                        慰謝料、婚姻費用の分担、親権、養育費、離婚にあたって決めておくべき内容は沢山あります。また、財産分与といっても、分割されるべき財産の内容や方法は多岐にわたるため、法的に適切な内容の財産分与を実現することは容易ではありません。さらには離婚の方法も協議離婚、離婚調停、離婚裁判等、複数あります。
                                        皆様にとって一番メリットの高い内容で離婚できるよう、離婚問題に精通した弁護士がトータルサポートします。
                                    

                                

                            

                            
                                
                                    
                                        02
                                        

                                        
                                            わかりやすく丁寧な説明

                                    

                                    
                                        弁護士法人みずきでは、分かり易く丁寧な説明を心がけております。
                                        ご依頼者様一人ひとりに寄り添い、解決に向けて尽力いたします。
                                    

                                

                            

                            
                                
                                    
                                        03
                                        

                                        
                                            3拠点すべて駅徒歩5分以内、各地から利便性の高い立地

                                    

                                    
                                        当事務所は、東京駅徒歩3分、宇都宮駅徒歩5分、栃木県小山駅徒歩1分とアクセスのしやすい事務所です。
                                    

                                

                            

                            
                                
                                    
                                        04
                                        

                                        
                                            平日夜間、土日祝日の相談対応

                                    

                                    
                                        平日夜間、土日祝日のご相談に対応しております。当日のご予約にも対応しております。
                                        お電話でお問い合わせください（ご予約が集中してスケジュールの調整が難しい場合は別の日時でご案内させていただく場合もあります）。
                                    

                                

                            

                        

                    

                

            

        

        
            
                
                
                    
                        FLOW

                        -ご相談の流れ-

                    

                    
                        
                            
                                STEP01

                                ご予約・お問い合わせ

                            

                            
                                まずはご連絡ください。
                                ご予約の際に、ご相談内容について当事務所のスタッフがお伺いいたします。
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                                STEP02

                                ご相談

                            

                            
                                当事務所で状況をお伺いします。関係する書類等がありましたらご持参ください。 予め事情や経緯等をメモにしていただければ、より有意義なご相談ができることも多いです。
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                                STEP03

                                ご契約

                            

                            
                            相談の結果、弁護士に依頼のうえ対応することとなった場合には契約書を取り交わし、対応することとなります。 相談のみで、後日相談を継続することも、もちろん可能です。
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                                    どのような方法で離婚の手続をすすめるかは、それぞれの夫婦の事情により異なります。 じっくりお話、ご希望を伺ったうえで適切な方法で進めていく必要があります。
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                わかりやすく丁寧な説明を心がけております。

                ご不明な点、ご心配事は何でもご相談ください。
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                        平日 9:30～21:00 / 土曜 9:30～18:00
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                        24時間365日受付
                    
                

            

        

    

    CONTACT

        
            
                
                    
                        FEE

                        -料金案内-

                    

                    離婚

                    	相談料
	5,500円 / 45分 (延長料金5,500円 / 30分)


                    	着手金
	
                            	
                                    交渉案件の場合

                                    275,000円

                                
	
                                    調停案件の場合

                                    385,000円

                                
	
                                    裁判案件の場合

                                    495,000円

                                


                            
                        


                    	報酬金
	着手金と同額に経済的利益の11％
                            
                        


                    
                        
                            ※弁護士が代理人となって相手方の交渉及び手続きを進める場合の金額です。

                        
                            ※協議から調停又は調停から裁判に移行した場合の着手金と報酬金は、差額のみいただきます。

                        ※経済的利益には、財産分与、慰謝料、養育費等があります。
                        

                        
                            ※養育費及び婚姻費用については実際に給付を受けた際にその11％を2年間に限り、報酬に加算することになります。

                    

                    不貞慰謝料請求

                    	相談料
	無料


                    	着手金
	22万円


                    	報酬金
	経済的利益の17.6％


                    
                        ※ただし離婚事件の中で配偶者に対し請求する場合は着手金11万円、報酬金は経済的利益の11％となります。

                

            

        

        
    
        
ACCESS

        –アクセス–

    
    
        
                            
                    
                        
                        
                            弁護士法人みずき
東京みずき法律事務所

                            
                                〒104-0031

                                東京都中央区京橋1-1-5セントラルビル12階
                            

                            
                        

                    

                

                
                    
                        
                        
                            弁護士法人みずき栃木支部
宇都宮大通り法律事務所

                            
                                〒320-0811 

                                栃木県宇都宮市大通り2-2-3
                                明治安田生命宇都宮大工町ビル5階
                            

                            
                                MORE
                            

                        

                    

                

                
                    
                        
                        
                            弁護士法人みずき小山支部
栃木小山法律事務所

                            
                                〒323-0022

                                栃木県小山市駅東通り1-4-10センチュリーX1ビル3階
                            

                            
                                MORE
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                                    離婚問題

                                
                                    離婚にまつわる慰謝料について　～暴力行為編～                                
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                                    離婚問題

                                
                                    財産分与について⑦　～財産分与の割合～                                
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                                    離婚問題

                                
                                    財産分与について⑥　～債務編～                                
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                                    離婚問題

                                
                                    財産分与について⑤　～株式編～                                
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                    CASE

                    -裁判例-

                

                                                
                                        
                        
                            
                                
                                                                
                                    離婚問題

                                
                                    
                                        不貞女性への報復と不法行為                                    

                                    
                                

                            

                        

                    

                                        
                        
                            
                                
                                                                
                                    離婚問題

                                
                                    
                                        離婚と生命保険～離婚後の生命保険金の行方～                                    

                                    
                                

                            

                        

                    

                                        
                        
                            
                                
                                                                
                                    離婚問題

                                
                                    
                                        婚約破棄②～破棄の理由、損害額～                                    

                                    
                                

                            

                        

                    

                                        
                        
                            
                                
                                                                
                                    離婚問題

                                
                                    
                                        婚約破棄①～婚約と妊娠～                                    

                                    
                                

                            

                        

                    

                                    

                                
                    
                        VIEW
                            ALL
                    

                

            

        

    


    
        
            
                [image: ]
            
            
                
                    
                        	ご相談の流れ

|
                            	費用について

|
                            	女性のための離婚相談

|
                            	男性のための離婚相談

|
                            	弁護士紹介

|
                            	事務所紹介

|
                            	アクセス

|
                            	FAQ


                    

                

            

        

    

    
        © 弁護士法人みずき

    

    
        
        TOP

    































